
（　）内は前年度予算額を示す　　単位：千円

奨学金支給費 182,000 奨学金支給者数　2,000人程度

奨学基金造成費 140,000 ７年度末基金現在高見込　2,699百万円

幼稚園教職員等関係費 11,644

小学校教職員等関係費 1,457,212

小学校教育扶助費 405,292

中学校教職員等関係費 957,140

中学校その他教育振興費 42,788

中学校教育扶助費 514,152

高等学校教職員等関係費 206,077

高等学校その他教育振興費 15,889

特別支援学校教職員等関係費 124,961

特別支援学校その他教育振興 12,384
費

特別支援学校教育振興費 137,345 ( 121,853)

高等学校教育振興費 221,966 ( 213,583)

中学校教育扶助費 514,152 ( 523,195)

中学校教育振興費 999,928 ( 954,064)

小学校教育扶助費 405,292 ( 402,952)

小学校教育振興費 1,457,212 ( 1,321,789)

幼稚園教育振興費 11,644 ( 18,872)

奨学金支給費 ( 165,000)

奨学基金造成費 140,000 ( 140,000)

182,000

<教育委員会> 部・事業名 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 増減率
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（　）内は前年度予算額を示す　　単位：千円

学校保健費 653,493

教職員等健康管理費 114,301

学校医療扶助費 6,218

学校給食扶助費 1,003,514

負担金 130,966 日本スポーツ振興センター共済掛金

中央図書館運営管理費 747,525

（仮称）さっぽろ読書・図書 2,700 「（仮称）さっぽろ読書・図書館プラン
館プラン２０２７策定費 2027」の策定に向けた市民アンケート等の

実施

地区図書館運営管理費 356,918 ９館

えほん図書館運営管理費 58,406

図書・情報館運営管理費 151,747

図書室・図書コーナー等運営 15,767 34施設
費

中央図書館大通カウンター運 19,198
営費

こども本の森開設準備費 33,000 「（仮称）こども本の森」の開設に向けた
選書や図書館システムの導入、広報活動等
の実施

読書チャレンジ・子どもの読 6,000 図書館デビュー等子どもの読書活動推進に
書活動推進費 係る事業の実施

子どもの読書活動推進費 6,000 ( 6,100)

その他図書館施設運営管理費 67,965 ( 43,373)

地区図書館等運営管理費 567,071 ( 574,761)

240,657 20.6%

中央図書館運営管理費 750,225 ( 526,370)

中央図書館 1,407,261 1,166,604

学校保健費 ( 1,918,691)1,908,492

<教育委員会> 部・事業名 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 増減率
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（　）内は前年度予算額を示す　　単位：千円

中央図書館センター機能整備 16,000
費

中央図書館整備費 ( 16,000)16,000

<教育委員会> 部・事業名 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 増減率
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１　事務局及び学校以外の教育機関に属する職員

■学校教育部 ＋3 ■学校教育部 ＋3
教育推進課
・児童生徒担当（係長） (＋1)
・学校相談支援担当（係長） (＋1)
・特別支援教育推進担当（係長） (＋1)

＋3 ＋3

２　学校に属する職員

■校長 ▲ 5 ▲ 5 
・中学校 (▲ 1)
・幼稚園 (▲ 4)

■教諭 ＋178 ■教諭 ▲ 76 ＋102
・小学校 (＋129) ・小学校 (▲ 44)
・中学校 (＋34) ・幼稚園 (▲ 32)
・特別支援学校 (＋15)

■養護教諭 ▲ 6 ▲ 6 
・小学校 (▲ 2)
・幼稚園 (▲ 4)

■学校事務職員 ▲ 3 ▲ 3 
・小学校 (▲ 2)
・中学校 (▲ 1)

■栄養教諭等 ▲ 3 ▲ 3
・小学校 (▲ 1)
・中学校 (▲ 2)

■調理員 ▲ 8 ▲ 8
・小学校 (▲ 8)

■用務員 ▲ 7 ▲ 7
・小学校 (▲ 4)
・中学校 (▲ 3)

■学校業務員 ▲ 2 ▲ 2
・高等学校 (▲ 1)
・特別支援学校 (▲ 1)

＋ ▲ 110 ＋68

増員 減員 増減

教育委員会の定数について（札幌市職員定数条例の改正）

令和６年度　296人　→　令和７年度　299人（＋３人）

増員 減員 増減

令和６年度　9,788人　→　令和７年度　9,856人（＋68人）

参考資料



議案第３-４号 

 

議会の議案についての市長への意見の申出について 

令和７年（２０２５年）１月２１日提出 

 

教育長 山 根 直 樹 

 

札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案（別

添）について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第２９条に基づき、下記意見書のとおり意見を述べる。 

 

意見書 

 

札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案は、

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一

部改正等を踏まえ、時間外勤務の免除の対象となる教育職員の範囲を拡大し、

教育職員に対する仕事と介護との両立を支援する制度の周知を徹底する等のも

のであり、その内容は適当と考えます。 

 

札幌市教育委員会 

 

（理 由） 

 札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案につ

いて意見を述べるため、本案を提出する。 





議案第  号   

 

札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する

条例案 

令和７年（２０２５年）２月１３日提出 

 

札幌市長 秋 元 克 広   

 

札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する

条例 

札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例（平成２８年条例第４７号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「、第１７条及び第１８条」を「及び第１７条から第２０条

まで」に改め、同項の表第１８条の項中「第１８条」を「第２０条」に改め、

同条第２項中「養育」とあり、同条第２項中「３歳に満たない」を「養育する」

とあり、並びに同条第２項及び第３項中「小学校就学の始期に達するまでの」

に、「養育」とあり、及び同条第３項中「小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員が、当該子を養育」を「養育する」に、「介護」」を「介護する」」に、

「における」」を「に」」に、「である」」を「で」」に、「がある」を「が」に改

める。 

附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後において改正後の第２条第１項において読み替え

て準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例（平成６年条例第３９号）第

８条第２項の規定による時間外勤務の制限に関する制度を利用するため、当

該規定による請求（その３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育

するためにするものに限る。）をしようとする教育職員は、同日前においても

当該規定の例により、当該請求をすることができる。 

 



（理 由） 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部改正等を踏まえ、時間外勤務の免除の対象となる教育職員の範囲を拡大し、

教育職員に対する仕事と介護との両立を支援する制度の周知を徹底する等のた

め、本案を提出する。 



【改正概要】札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例（以下「教育勤務条件条例」とい

う。）の一部改正について 

 

１ 仕事と介護の両立支援制度の周知の徹底等（第２条第１項関係） 

育児介護休業法の一部改正、人事委員会の報告及び札幌市職員の勤務条件に関する条例（以

下「市勤務条件条例」という。）の改正予定を踏まえ、教育委員会に対して次のとおり義務付

けることとする。 

⑴ 教育委員会は、教育職員が、家族の介護に直面した旨を申し出たときは、当該教育職員に

対して、介護休暇に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして人事委員会規則で

定める制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その他の介護に関する事項を

知らせるとともに、介護休暇の承認の請求及び介護両立支援制度等の利用に係る承認の請

求（以下これらを「介護に係る承認の請求」という。）に係る当該教育職員の意向を確認す

るための面談その他の措置を講じなければならない。 

⑵ 教育委員会は、教育職員が、人事委員会規則で定める期間の始期に達したときは、当該教

育職員に対して、当該期間内に、介護休暇に関する制度、介護両立支援制度等その他の介護

に関する事項を知らせなければならない。 

⑶ 教育委員会は、教育職員が上記⑴の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受け

ることがないようにしなければならない。 

⑷ 教育委員会は、介護に係る承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

ア 教育職員に対する介護休暇及び介護両立支援制度等に係る研修の実施 

イ 介護休暇及び介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

ウ その他介護休暇及び介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

 

２ 規定整備（第２条第２項関係） 

市勤務条件条例第８条第２項の改正に伴う所要の規定整備を行う。 

 

３ 教育勤務条件条例の改正を要しない教育職員の勤務条件の変更 

教育職員の勤務条件については、市勤務条件条例第８条第２項の規定を読み替えて準用し

ているため、同項の改正により、教育委員会が原則として時間外勤務をさせてはならない教育

職員の範囲が、「３歳に満たない子を養育する教育職員」から「小学校就学の始期に達するま

での子を養育する教育職員」へ拡大されることとなる。 

 

４ 施行期日 

育児介護休業法の一部改正及び市勤務条件条例の一部改正の施行に合わせて、令和７年４

月１日から施行する。 
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札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例（平成 28 年条例第 47号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 備 考 
   

（教育職員の勤務条件） 

第２条 教育職員の勤務時間その他の勤務条件については、次項

及び第３項、次条並びに第３条に定めるもののほか、札幌市職

員の勤務条件に関する条例（平成６年条例第39号。以下「市勤

務条件条例」という。）第２条から第７条まで、第８条（第４

項を除く。）、第９条（第３項を除く。）、第10条（第２項を

除く。）、第11条から第15条まで、第15条の２（第３項を除く。）、

第16条第１項、 第17条及び第18条  の規定を準用する。こ

の場合において、これらの規定中「任命権者」とあるのは「教

育委員会」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる市勤務条

件条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

（省略） 
   

第18条 地方公務員法第22条

の２第１項に規定す

る会計年度任用職員

及び同法第22条の３

第１項若しくは第26

条の６第７項第２号

地方公務員法第

22条の２第１項

に規定する会計

年度任用職員、

同法第22条の３

第１項又は女子

（教育職員の勤務条件） 

第２条 教育職員の勤務時間その他の勤務条件については、次項

及び第３項、次条並びに第３条に定めるもののほか、札幌市職

員の勤務条件に関する条例（平成６年条例第39号。以下「市勤

務条件条例」という。）第２条から第７条まで、第８条（第４

項を除く。）、第９条（第３項を除く。）、第10条（第２項を

除く。）、第11条から第15条まで、第15条の２（第３項を除く。）、

第16条第１項及び第17条から第20条までの規定を準用する。こ

の場合において、これらの規定中「任命権者」とあるのは「教

育委員会」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる市勤務条

件条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

（現行のとおり） 
   

第20条 地方公務員法第22条

の２第１項に規定す

る会計年度任用職員

及び同法第22条の３

第１項若しくは第26

条の６第７項第２号

地方公務員法第

22条の２第１項

に規定する会計

年度任用職員、

同法第22条の３

第１項又は女子

 

 

 

 

 

 

 

市勤務条件条例

新設第 18条及び

新設第 19条の規

定を読み替えて

準用するための

改正 

 

市勤務条件条例

第 18条の条ずれ

に伴う規定整備 
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又は地方公務員の育

児休業等に関する法

律第６条第１項第２

号の規定により臨時

的に任用される職員 

教職員の出産に

際しての補助教

職員の確保に関

する法律（昭和

30年法律第125

号）第３条第１

項の規定により

臨時的に任用さ

れる職員及び地

方公務員法第26

条の６第７項第

１号又は地方公

務員の育児休業

等に関する法律

第６条第１項第

１号の規定によ

り任期を定めて

採用された職員    

２ 市勤務条件条例第８条第１項から第３項までの規定は、前項

において読み替えて準用する市勤務条件条例第15条第１項に

規定する要介護者（以下「要介護者」という。）を介護する教

育職員について準用する。この場合において、市勤務条件条例

又は地方公務員の育

児休業等に関する法

律第６条第１項第２

号の規定により臨時

的に任用される職員 

教職員の出産に

際しての補助教

職員の確保に関

する法律（昭和

30年法律第125

号）第３条第１

項の規定により

臨時的に任用さ

れる職員及び地

方公務員法第26

条の６第７項第

１号又は地方公

務員の育児休業

等に関する法律

第６条第１項第

１号の規定によ

り任期を定めて

採用された職員    

２ 市勤務条件条例第８条第１項から第３項までの規定は、前項

において読み替えて準用する市勤務条件条例第15条第１項に

規定する要介護者（以下「要介護者」という。）を介護する教

育職員について準用する。この場合において、市勤務条件条例
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第８条第１項から第３項までの規定中「任命権者」とあるのは

「教育委員会」と、同条第１項中「小学校就学の始期に達する

までの子（地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項

に規定する子をいう。以下この条において同じ。）のある職員

（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時か

ら翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）

において常態として当該子を養育することができるものとし

て人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職

員を除く。）が、当該子を養育  」とあり、   同条第２

項     中「３歳に満たない        子のある職

員が、当該子を養育  」とあり、及び同条第３項中「小学校

就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」と

あるのは「要介護者のある教育職員が、当該要介護者を介護  

 」と、同条第１項中「深夜における」とあるのは「深夜（午

後10時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、

同条第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営

に支障がある」と読み替えるものとする。 

第８条第１項から第３項までの規定中「任命権者」とあるのは

「教育委員会」と、同条第１項中「小学校就学の始期に達する

までの子（地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項

に規定する子をいう。以下この条において同じ。）のある職員

（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時か

ら翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）

において常態として当該子を養育することができるものとし

て人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職

員を除く。）が、当該子を養育する」とあり、並びに同条第２

項及び第３項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職

員が、当該子を養育する                  

                          」と

あるのは「要介護者のある教育職員が、当該要介護者を介護す

る」と、同条第１項中「深夜に   」とあるのは「深夜（午

後10時から翌日の午前５時までの間をいう。）に   」と、

同条第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難で  」とあるのは「公務の運営

に支障が  」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市勤務条件条例

第８条第２項の

改正に対応した

改正 

   











議案第３‐６号   

 

   議会の議案についての市長への意見の申出について 

   令和７年（２０２５年）１月 21 日提出 

 

教育長 山 根 直 樹   

 

 議会の議決に付すべき契約に係る議案について、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、下記

意見書のとおり意見を述べる。 

 

意 見 書 

 

 議会の議決に付すべき契約に係る議案は、新琴似北中学校改築ほか工事（主

体工事）、新琴似北中学校改築ほか冷暖房衛生設備工事及び明園小学校校舎棟

解体ほか工事について、工事請負契約を締結するものであり、この内容は適当

と考えます。 

 

札幌市教育委員会 

 

（理 由） 

 議会の議決に付すべき契約に係る議案について意見を述べるため、本案を提

出する。 



札契管第 1898号 

令和７年（2025年）１月 17日 

 

札幌市教育委員会 

教育長 山 根 直 樹 様 

 

札幌市長 秋 元 克 広 

 

議会の議決に付すべき契約に係る議案に対する意見聴取について（依頼） 

 

令和７年第１回定例市議会において提出を予定しております下記の議会の議決に付す

べき契約に係る議案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年

法律第 162号）第 29条の規定に基づき、当該議案に係る貴委員会の意見を求めます。 

 

記 

 

１ 新琴似北中学校改築ほか工事請負契約締結の件 

２ 新琴似北中学校冷暖房衛生設備工事請負契約締結の件 

３ 明園小学校校舎棟解体ほか工事請負契約締結の件 

 

 



議案第  号 

 

新琴似北中学校改築ほか工事請負契約締結の件 

   令和７年（２０２５年）２月１３日提出 

 

                     札幌市長 秋 元 克 広 

 

 下記により工事請負契約を締結するものとする。 

記 

１ 工  事  名  新琴似北中学校改築ほか工事（主体工事） 

２ 工 事 場 所  札幌市北区新琴似１０条１０丁目９４９番地２ほか 

３ 契 約 金 額  ２，６１８，０００，０００円 

４ 契約の相手方 札幌市中央区南１条西７丁目１６番２ 

岩倉建設株式会社 

取締役社長 鈴 木  泰 至 

５ しゅん功期限 令和９年１月２９日 

 

 （理 由） 

新琴似北中学校改築ほか工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案

を提出する。 



議案第  号 

 

新琴似北中学校冷暖房衛生設備工事請負契約締結の件 

   令和７年（２０２５年）２月１３日提出 

 

                     札幌市長 秋 元 克 広 

 

 下記により工事請負契約を締結するものとする。 

記 

１ 工  事  名 新琴似北中学校改築ほか冷暖房衛生設備工事 

２ 工 事 場 所 札幌市北区新琴似１０条１０丁目９４９番地２ほか 

３ 契 約 金 額 ６９５，６４０，０００円 

４ 契約の相手方 札幌市東区北１９条東７丁目３番２５号 

株式会社ダンテック 

代表取締役 出 村  知 佳 子 

５ しゅん功期限 令和９年１月２９日 

 

 （理 由） 

新琴似北中学校改築ほか冷暖房衛生設備工事の請負契約を締結するため、本

案を提出する。 



議案第  号 

 

明園小学校校舎棟解体ほか工事請負契約締結の件 

   令和７年（２０２５年）２月１３日提出 

 

                     札幌市長 秋 元 克 広 

 

 下記により工事請負契約を締結するものとする。 

記 

１ 工  事  名 明園小学校校舎棟解体ほか工事 

２ 工 事 場 所 札幌市東区北１９条東１４丁目１番地 

３ 契 約 金 額 ４６３，１００，０００円 

４ 契約の相手方 札幌市北区新琴似７条１７丁目４番３号 

株式会社藤井工務店 

代表取締役社長 藤 井  公 人 

５ しゅん功期限 令和８年３月６日 

 

 （理 由） 

明園小学校校舎棟解体ほか工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。 
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